
 

第１回 鹿島市まち・ひと・しごと創生会議次第 

 

日時：平成２８年８月２３日（火）１５：００～ 

                     場所：市民会館 ３階 大会議室 

 

１．開 会 

 

 

２．委嘱状交付 

 

 

３．市長挨拶 

 

 

４．委員紹介 

 

 

５．会長選出 

 

 

６．鹿島市人口ビジョン・鹿島市まち・ひと・しごと創生総合戦略の概要について（資料１） 

 

 

７．鹿島市まち・ひと・しごと創生総合戦略の目標達成状況の検証について（資料２） 

 

 

８．閉 会 

 

 

[配布資料] 

資 料 １：鹿島市人口ビジョン・鹿島市まち・ひと・しごと創生総合戦略の概要 

資 料 ２：鹿島市まち・ひと・しごと創生総合戦略ＫＰＩ達成状況 

参考資料：鹿島市人口ビジョン・鹿島市まち・ひと・しごと創生総合戦略（冊子） 



○委員出席者

番号 役職 氏名 新任・再任 出・欠 代理出席者

1 会長 髙
タカ

松
マツ

　昭三
ショウゾウ

再任 出席

2 副会長 大庭
オオバ

　隆
タカシ

新任 出席

3 参事 中島
ナカシマ

　清光
キヨミツ

再任 出席

4 理事長 松尾
マツオ

　英樹
ヒデキ

新任 欠席 山口
ヤマグチ

　晧
コウ

吉
ヨシ

5 会長 中村
ナカムラ

　雄一郎
ユウイチロウ

再任 出席

6 生活福祉係 森田
モリタ

　康子
ヤスコ

再任 出席

7 松本
マツモト

　理絵
リエ

新任 出席

8 専務理事 中川
ナカガワ

　宏
ヒロシ

新任 出席

9 太田
オオタ

尾
オ

　浩
ヒロシ

再任 出席

10
理事（西部中PTA
会長） 古賀

コガ

　貴美子
キミコ

新任 出席

11 主査 八谷
ハチヤ

　順子
ジュンコ

新任 出席

12 所長 福田
フクダ

　有城雄
ユキオ

新任 出席

13 課長 實松
サネマツ

　尊徳
タカノリ

再任 欠席 大草
オオグサ

　昭雄
アキオ

14
鹿島エリア長兼
支店長 千綿

チワタ

　明直
アキナオ

新任 欠席 木村　英樹
キムラ　ヒデキ

15 鹿島支局記者 円田
エンダ

　浩二
コウジ

新任 出席

16
教諭（商業科主
任） 重松

シゲマツ

　晃三朗
コウザブロウ

新任 出席

17 一
イチ

ノ瀬
セ

　由美
ユミ

新任 出席

18 松田
マツダ

　方太
マサタ

新任 出席

19 山口
ヤマグチ

　文吉
フミヨシ

再任 出席

20 橋村
ハシムラ

　英明
ヒデアキ

新任 出席

　○市出席者

氏　　　　名 役　　　　職 氏　　　　名

樋口　久俊 企画財政課長 土井　正昭

藤田　洋一郎 企画財政課　参事 寺山　靖久

江島　秀隆 企画財政課　課長補佐 山﨑　智香子

総務部長 橋村　　勉 企画財政課　課長補佐 峰松　健二

市民部長 打上　俊雄 企画財政課　企画係長 堀　　正和

産業部長 有森　滋樹 企画財政課　企画係 木原　智典

森田　　博 企画財政課　企画係 小池　伊津美

染川　康輔 企画財政課　企画係 宮﨑　吐夢

鹿島実業高等学校

公募委員

公募委員

公募委員

公募委員

佐賀新聞社

鹿島市文化連盟

鹿島市観光協会

佐賀県農業協同組合
鹿島支所
佐賀県有明海漁業協同
組合

鹿島商工会議所

フォーラム鹿島

鹿島市ＰＴＡ連合会

鹿島市社会福祉協議会

鹿島公共職業安定所

佐賀県地域交流部
さが創生推進課

佐賀銀行鹿島支店

推薦団体

鹿島市老人クラブ連合会

鹿島市区長会

鹿島嬉野森林組合

平成２８年度　第１回鹿島市まち・ひと・しごと創生会議　出席者名簿

任期：平成２８年８月１日～平成２９年７月３１日

教育次長

建設環境部長

役　　　　職

市長

副市長

教育長



鹿島市訓令甲第２３号 

 

 

鹿島市まち・ひと・しごと創生会議設置要綱  

 

 

（設置） 

第１条 まち・ひと・しごと創生（まち・ひと・しごと創生法（平成２６年

法律第１３６号。以下「法」という。）第１条に規定するまち・ひと・し

ごと創生をいう。）に関し、法第１０条に規定するまち・ひと・しごと創

生総合戦略（以下「総合戦略」という。）の策定及び推進にあたり、広く

関係者の意見を反映させるため、鹿島市まち・ひと・しごと創生会議（以

下「創生会議」という。)を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 創生会議は、次に掲げる事項について審議するものとする。 

⑴ 人口ビジョンの策定に関する事項  

⑵ 総合戦略の策定に関する事項 

⑶ 総合戦略の推進に関する事項 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、総合戦略に関し必要な事項  

（組織） 

第３条 創生会議は、委員２０人以内をもって組織する。  

２ 委員は、次に掲げる団体等からの推薦を受け、市長が委嘱する。  

⑴ 住民で組織する団体 

⑵ 産業関係の団体 

⑶ 教育関係の団体 

⑷ その他市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、１年とする。ただし、市長が必要と認めるものは、

引き続き委員として在任できるものとする。  

２ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

（会長及び代理者） 

第５条 創生会議に会長を置き、創生会議を総括するものとする。  

２ 会長は委員のうちから互選する。 



３ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した者が、その職務を

代理する。 

（会議） 

第６条 創生会議の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その

議長となる。 

２ 会議は公開とする。 

３ 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求

めることができる。 

（庶務） 

第７条 創生会議における庶務は、企画財政課において処理する。  

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、創生会議の運営に関し必要な事項は、

会長が定める。 

 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

 


